
保険年金課年金担当・ 保険料担当

日本に住む20歳以上60歳未満の

方は、 国民年金の加入が義務付けら

れています。 就職や退職または第2

号被保険者(厚生年金に加入する会

社員や公務員)である配偶者の扶養

から外れたときなどは、 変更の届け

出が必要です。

春は進学や就職、 退職などが多い時期です。 国民年金・国民健康保険の加入や

喪失、 その他の変更があったときは、 忘れずに届け出てください。

国民年金の
手続き

国民年金の手続き

国民年金 ・国民健康保険の

手続きを忘れずに

こんなとき 届け出先

会社に就職した 勤務先

会社を退職した 保険年金課または年金事務所

配偶者（第2号被保険者）の扶養に入った 配偶者の勤務先

配偶者（第2号被保険者）の扶養から外れた 保険年金課または年金事務所

問合  保険年金課年金担当、 藤沢年金事務所☎0466(50)1151

公的年金からの天引き

転入・退職による国民健康保険への加入や、 転出・就職などでの国民健康保険の喪失、 転居（市内での

引っ越し）、 氏名変更や世帯主変更などがあったときは、 国民健康保険に関する手続きが必要です。

国民健康保険の手続き 問合  保険年金課保険料担当

加入するとき 喪失するとき その他

他の市区町村から転入した 他の市区町村へ転出する

転居、 氏名変更、

世帯主変更など勤務先の健康保険を喪失した

職場などの健康保険に加入した

職場の健康保険に加入する人の被扶養

者になった

市・県民税や保険料を公的年金から差し引くときは、 年間額

が決定する前の仮徴収と決定した後の本徴収があります。 決

定した年間額は通知書でお知らせしますのでご確認ください。

通知内容 決定額の通知時期

①市・県民税 6月中旬

②介護保険

7月中旬③国民健康保険、

　 後期高齢者医療保険

問合  ①市民税課市民税担当

②高齢福祉介護課保険料担当

③保険年金課保険料担当・

後期高齢者医療保険担当

被扶養者の注意点

保険料が軽減される場合

倒産・解雇などによる離職

は、 届け出により国民健康保

険料が軽減される場合があり

ます。 詳細はお問い合わせく

ださい 国民健康保険
の手続き

第2号被保険者に扶養

されている配偶者が20

歳になった時も、 第2号

被保険者の勤務先で手

続きが必要です

身体や精神に著しい障がいがあり、 在宅で常に特別な介護を必要とする方

に特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。 手続きには専用の診断書

による医師の証明が必要です。 支給要件など詳細はお問い合わせください。

手当の詳細

特別障害者手当 ・障害児福祉手当を支給
障がい福祉課障がい福祉推進担当

特別障害者手当 障害児福祉手当

対象年齢 20歳以上 20歳未満

支給額（月額） 2万7350円 1万4880円

在宅で重度障がいのある方に、 タクシー利用券を交付します。

期間 ①3月26日（土）～4月6日（水）※３月26日・２７日(日)、４月２日(土)いずれも

１２時以降と３日(日)は除く②４月７日(木)～

場所 ①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所分庁舎障がい福祉課

対象 市内在住の身体障害者手帳（下肢・体幹・視覚・内部障がいの個別等級1～2級）

をお持ちの方。 知能指数35以下、または療育手帳(A1・A2)をお持ちの方

ほか   施設入所者・自動車燃料費助成の受給者は利用不可。 身体障害者手帳または療 

育手帳を持参。 郵送での申請も可

福祉タクシー利用券の交付
障がい福祉課障がい福祉推進担当

  3/1(火)～7(月)は建築物防災週間　火災や地震などによる建築物の被害や人的被害を防いで安心して生活できる空間を確保するため、 防災に関する知識を

身　につけて建築物の防災対策を行いましょう。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【建築指導課建築安全担

当】
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文化資料館☎(85)1733

文化財を担当して42年になる富永

です。 民俗資料館の一つ旧藤間家住

宅で学芸業務などを行っています。

長さ45cmくらいで、 穴も開けられ

ていますね。 船の部品でしょうか。 資料がほとんど残っていない柳島

湊を伝える貴重なものですね。

旧藤間家住宅は国の登録有形文化

財にもなっていますね。 そんなすごい

住宅を遺した藤間家はどのような人

たちだったのでしょうか。

江戸時代以前から柳島村に居を構

えた藤間家は、 代々村名主を務める

一方、 相模川河口に位置し海上・河川

交通の拠点と

して栄えた柳

島湊で廻船問

屋を営んでい

ました。 幕末

には、 積載量

400石（現在の約60ｔ）の帆
は ん

船
せ ん

を３隻

所有し、 観音丸、 不動丸、 福徳丸と

名付けていました。

渡部さん、 右写真の木の部材は、

何か分かりますか。

これは帆を上げ

下げするため、 帆

柱の先端に据え付

ける滑車で、 「セミ」

または「セビ」と呼

びます。 その形と

綱を引く時に出る

音がセミの鳴き声に聞こえたため、 名

付けられたともいわれています。 地

域に伝わる民謡「柳島エンコロ節」では

「セビは黒檀、 帆は紫檀」とうたわれ、

当時の情景を伝えています。

渡部敦寛（市職員）

１年目の新人職員

2022年度中に堤で開館予定の「(仮称)茅ヶ崎市歴史文化交流館」。

今後予定している展示や活動の紹介を通して、 市の自然や歴史、 文化

について新人学芸員と一緒に学んでみませんか。

第4回 柳島湊の廻船問屋・藤間家の資料

富永富士雄(市職員)

勤続42年の先輩学

芸員

今回は、 柳島村の名
な

主
ぬ し

で廻船問屋だった藤

間家が保管していた、 江戸時代の海運業に関

する資料を紹介します。

富永

富永

富永

渡部

渡部

渡部

木製の船の部材

航行する観音丸の絵図

市民の活動だより　

ちがさき市民活動サポートセンター

☎（88)7546

活動日  毎月２回(土曜日または日曜日)

場所  茅ヶ崎地区コミュニティセンター

問合   tk.otakaraooatari@gmail.com

茅ヶ崎Ｃ
キ ャ ド

ＡＤ部ではコンピューターを

利用したものづくりを学んでいます。 ア

イデアを形にすること、 そして作ったも

のが人のため、 社会のために役立つこ

とを目指し活動しています。

茅ヶ崎ＣＡＤ部

茅ヶ崎
ＣＡＤ部

課題を持ち寄り勉強と交流

立体図面が作成できるソフトの３Ｄ ＣＡＤを利用して設計したものを、

実際に３Ｄプリンターで形にする。 建築やインテリアなど広い分野で活用さ

れる３Ｄ ＣＡＤは、 どんなことができるのか、 どう役立つのかを交流しな

がら勉強しています。

中学生から70代までの幅広い世代が共に学び、 一緒に取り組むことで

コミュニケーションの場ともなっています。

新しいものづくりの形に興味がある方は一緒にチャレンジしませんか。

ものづくりを通して共に学び、 創造する

木村朋道
代表 ▼

市では令和3（2021）年度分の住民税均等割が非課税の世帯や、 新型コ

ロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、 住民税非課税相当になった

世帯へ、 １世帯あたり10万円を支給します。 支給条件など詳細はお問い合わ

せまたは市 でご確認ください。

支給対象と手続き

住民税非課税世帯やコロナで家計急変世帯

1世帯10万円を支給
専用コールセンター☎ 0120(736)837

臨時特別

給付金

住民税均等割非課税世帯

世帯全員が非課税である世帯

□市から確認書が届きます

2月4日から順次発送

※  3月末までに確認書が届かな
い方は申請が必要です

確認書を3か月以内に同封の

専用封筒で返送

申請書を市役所生活支援課または

市 で取得し、９月３０日（金）まで

に提出

□申請が必要

家計急変世帯

２０２１年１月～２０２２年９月で収入が

減少し、世帯全員の収入額が住民税

均等割の非課税相当になった世帯

臨時特別給付金▶
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広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ


